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第４回

ハンセン病を正しく
理解するために

第１回

愛知県人権尊重の
社会づくり条例

～ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください～
●地下鉄名城線｢名古屋城｣駅2番出口より東へ約300m
＜名古屋駅から＞
①地下鉄東山線(藤が丘行)乗車、｢栄｣乗り換え
②地下鉄桜通線(徳重行)乗車、｢久屋大通｣乗り換え
→地下鉄名城線(右回り、名古屋城･大曽根方面)乗車
｢名古屋城｣駅下車

●名鉄瀬戸線｢東大手｣駅南へ約300m
●基幹バス｢市役所｣停留所下車東へ約400m

期 間 2023年６月12日（月）から７月７日（金）まで

平日の午前９時から午後５時１５分まで（最終日は午後４時まで）

会 場 あいち人権センター（愛知県東大手庁舎３階）

内 容 条例啓発パネル、県民意識調査結果パネルの展示、

2022年度条例啓発イベントの上映

入場料 無料

日 時 2023年７月14日（金）から７月28日（金）まで

平日の午前９時から午後５時１５分まで（最終日は午後４時まで）

会 場 あいち人権センター（愛知県東大手庁舎３階）

内 容 原爆被害に関するパネル展示

入場料 無料

日 時 2023年７月24日（月）から７月28日（金）まで

平日の午前９時から午後５時１５分まで（最終日は午後４時まで）

会 場 あいち人権センター（愛知県東大手庁舎３階）

内 容 肝臓週間ポスターの展示

入場料 無料

日 時 2023年８月３日（木）から８月30日（水）まで

平日の午前９時から午後５時１５分まで（最終日は午後４時まで）

会 場 あいち人権センター（愛知県東大手庁舎３階）

内 容 ハンセン病に関するパネル等の展示、啓発DVDの上映

入場料 無料

日 時 2023年８月23日（水） 午後２時から午後４時まで

（受付は午後１時30分から）

会 場 愛知県東大手庁舎地下１階 大会議室

内 容 講演「ハンセン病問題から学ぶこと」

講師 大高 俊一郎氏（国立ハンセン病資料館事業部事業課

課長）

参加方法 参加無料、事前申込み制先着順（定員50名）

※講演会の詳細については裏面をご覧ください。

＜問合せ先＞ 愛知県県民文化局人権推進課 電話 052-954-6749

企画展の内容は
変更となる場合
がございます。
開催状況につい
ては、人権推進
課Webサイトに
てご確認くださ
い。
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肝炎に対する
正しい知識の普及と

差別解消

おおたかしゅんいちろう



あいち人権センター企画展 講演会

ハンセン病を正しく理解するために

2023年８月23日（水）
14:00～16:00（受付開始：13:30）
場所：県東大手庁舎地下１階 大会議室

～プログラム～
♦DVD上映（約30分）
「今、伝えたいこと～愛知県出身ハンセン病療養所入所者の証言記録～」

♦講演（約60分）
「ハンセン病問題から学ぶこと」

参加
無料
(定員50名)

♦参加申込方法のご案内♦
・本ちらし下部の参加申込書又はメール本文に①氏名、②連絡先（電話番号・メール
アドレス）、③団体名（任意）を明記し、FAXまたはメールにより、愛知県県民文化
局人権推進課あてお申込みください。

・申込みは先着順とし、定員を超える申込みがあった場合のみご連絡いたします。
（申込み受付完了の連絡はいたしません）

・講演会当日は、受付にて、お名前の確認をいたします。
・お送りいただいた個人情報は、本講演会以外では使用しません。

♦申込期限♦
2023年８月16日（水）

♦申込先♦
愛知県県民文化局人権推進課 メール：jinken@pref.aichi.lg.jp FAX：052-973-3582

あいち人権センター企画展講演会 参加申込書

愛知県県民文化局人権推進課 宛
下記のとおり、あいち人権センター企画展講演会に参加申込をします。

記

お名前： 団体名（任意）：

電話番号： メールアドレス：

♦講師プロフィール♦

大高 俊一郎氏（国立ハンセン病資料館 事業部事業課課長）

東京都公文書館、国立公文書館などで勤務したのち、2013年から国立ハンセン
病資料館に勤務。2023年から事業部事業課長。
主に館外での講演活動を担当し、依頼に応じて全国各地の学校、生涯学習施設、
自治体などでハンセン病問題についての講演を行っている。

おおたか しゅんいちろう

ハンセン病患者への人々の無知による偏見と差別を二度と繰り返さないようハンセン病療養所入所者
の証言をお伝えします。

ハンセン病問題は国による過ちと社会の偏見差別によりハンセン病を患った方とそのご家族が深刻な
被害をうけた人権課題です。具体的な人権侵害や偏見差別の実例を紹介し、差別をなくすために私た
ちにできることを考えてみたいと思います。


